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介護老人保健施設 備中荘 運営規程 

（目的） 

第１条  この規程は社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県済生会が運営する、介護老 

人保健施設 備中荘 （以下「施設」という）の適正且つ円滑な運営を図るため、人員

及び管理運営に関する事項を定め、施設の従業者が、要介護状態にある入所者に対し、

適正な介護保健施設サービスを提供することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第２条  この事業は、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、

居宅における生活を営むための支援を必要とする入所者に対し、施設サービス計画に

基づいて、看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練を行うとともに、日常

サービスを提供し、日常生活機能の改善を促進して、居宅における生活への復帰を目

指す。 

２  前項実現のため、次の諸点に配慮する。 

（1） 入所者の人間性、主体性を尊重し、公平、公正な処遇に努める。 

（2） 入所者の心身の状態を十分に把握し、これに対応したきめ細やかな処遇計画によ

り医療ケアとともに日常生活機能の改善に努めるものとする。 

（3） 明るく家庭的な雰囲気の醸成に努め、地域や家庭との結びつきを重視する。 

３  施設の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、

居宅サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

４ 施設は、地域包括支援センターから求めがあった場合には、地域ケア会議に参加す

るよう努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条   当施設の名称及び所在地は次のとおりとする。 

（1） 名称     介護老人保健施設  備中荘 

（2） 所在地   岡山市北区高松原古才６００－５ 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条   施設に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりする。 

（1） 管理者                     １人    （常勤） 

施設の業務を統括し、従業者の指揮監督をする。 

（2） 医師                          ２人    （非常勤） 

入所者の診察、健康管理及び保健衛生指導を行う。 

（3） 事務長                        １人    （常勤） 

管理者を補佐し、施設に関する総務、会計その他事務等を総括する。 

（4） 介護支援専門員                ３人  （常勤） 

入所者に対して適切な施設サービス計画を作成し自立に向けて支援する。 
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（5） 支援相談員                    1 人以上  （常勤） 

入所者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助

を行う。 

（6） 看護職員                      ５人以上 （常勤） 

医師の診療補助、入所者の日常生活の看護・指導及び家族に対する指導を行う。 

（7） 介護職員                     １５人以上 （常勤） 

入所介護の提供にあたり入所者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介護を行う。 

（8） 理学療法士又は作業療法士又は言語聴覚士    ２人以上   （非常勤） 

入所者の機能訓練及び、日常生活動作能力の向上を目指し、援助・指導を行う。 

（9） 薬剤師                        １人    （非常勤） 

入所者の薬剤調剤及び管理を行う。 

（10）管理栄養士                     １人以上 （常勤） 

入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画

的に行うほか、食事相談等を行う。 

２  運営、管理上必要があると認められるときは、定員外の職員を置くことができる。 

 

（入居定員） 

第５条  施設のユニット数及び各ユニットの入居定員は次のとおりとする。 

（1） ユニット数          6 ユニット 

（2） 1 ユニットの定員   10 名 

 

（施設サービス等） 

第６条  入所介護の提供方法は次のとおりとする。 

（1） 入所者の心身の状況及び病状、環境に照らし、看護、医学的管理の下における機

能訓練その他必要な医療等が必要であると認められた者を対象に、看護・介護並び

に日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛

生の管理等の施設サービスを提供する。 

（2） サービスの提供にあたっては、重要事項を記した文書を交付、説明し、入所者と

その家族の同意を得るものとする。 

（3） 正当な理由なく施設サービスの提供を拒まない。 

 

（利用料等） 

第７条 利用料等の額は別紙「利用料一覧表」のとおりとする。 

但し、入所者負担段階の第 1～3 段階の「食費」「居住費」は、国が別に定める負担限

度額とする。 

２  前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、入所者が希望したものを施設 

が提供する場合、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を説明し

た上で、同意を得るものとする。 

 

 



 3 

 

（施設利用に当たっての留意事項） 

第８条  災害その他、やむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を

超えて入所させない。 

２  入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、医薬品などの管理を適正に行う。 

３  感染症の発生、蔓延しないよう、必要な措置を講ずる。 

４  利用にあたっては、懇切丁重を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な

事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 

５  診療にあたっては、療養上妥当適正に行う。看護、医学的管理の下における介護に

ついては、適切な技術により行い、１週間に２回以上入浴又は清拭を行う。 

６  入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。 

 

（入所者及びその家族等の守るべき事項） 

第９条  入所者及びその家族等は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

（1） 火気の取扱に注意すること。 

（2） 建物、備品、その他の器具を破損または、持ち出さないこと。 

（3） 喧嘩、口論または泥酔、暴行等により他人に迷惑を掛けないこと。 

（4） 破廉恥な行為及び公の秩序を乱す行為をしないこと。 

（5） その他、事業所の規則等を遵守しなければならないこと。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第 10 条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとす

る。 

 （１）事故が発生した場合の対応・報告の方法等が記載された事故発生の防止のため 

の指針の整備 

（２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事 

実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備 

（３）事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修の定期的実施 

（４）事故発生の防止を適切に実施するための担当者の設置 

２ 施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、入所者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとす

る。 

３ 施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生

した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 

４ 施設は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入するものとする。 

 

（秘密保持） 

第 11 条 施設の従業者は、正当な理由なく、その業務上知りえた入所者又はその家族の
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秘密を漏らしてはならない。又そのための必要な措置を講ずるものとする。 

 

（衛生健康管理等） 

第 12 条 施設は、従業者の清潔保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、

設備及び備品等についても、衛生的な管理に努めるものとする。 

  また、深夜勤務に就く者は年 2 回以上の健康診断を実施するものとする。 

２ 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための指針（別添）を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

（１）当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね３月

に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

（２）当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

（３）当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。

（４）「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手

順」に沿った対応を行う。

 

（苦情解決体制の整備） 

第 13 条 施設は、介護保健施設サービスの提供に係る入所者からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 施設は、介護保健施設サービスの提供に関し、法第 23 条の規定により市町村が行

う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若

しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

３ 施設は、提供した介護保健施設サービスに係る入所者からの苦情に関して国民健康

保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助

言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 

（協力病院） 

第 14 条 施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めて

おくものとする。 

２  施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくものとする。 

 

（非常災害対策等） 

第 15 条 施設は、当該施設が立地する地域の自然条件等をふまえ、想定される非常災害

の種類ごとに、その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計

画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体制を

整備し、それらの内容（次項において「計画等」という）を定期的に従業者に周知す

るものとする。 

２ 施設は、当該施設の見えやすい場所に、計画等の概要を掲示等するものとする。 
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３ 施設は、非常災害に備えるため、第 1 項の計画に従い、避難又は救出に係る訓練そ

の他必要な訓練を、その実効性を確保しつつ、定期的に行うものとする。 

４ 施設は、非常災害時における入所者等の安全の確保が図られるよう、あらかじめ、

近隣の自治体，地域住民，介護保健施設その他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものとする。 

５ 施設は、非常災害時において、高齢者，障害者，乳幼児等特に配慮を要する者の受

け入れに努めるものとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 16条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サ

ービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じるものとする。

２ 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施する。

３ 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行う。

 

（職員の研修） 

第 17 条 施設は、従業者の資質向上を図るため、研修計画を作成し、当該計画に従い、

研修を実施し従業者の計画的な人材育成に努めるものとする。 

 

（身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続） 

第 18 条 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため次の措置を講ずるものとする。 

（１） 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の 

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 

（２） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催 

するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図る。 

（３） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（４） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期 

的に実施する。 

2 施設は、介護保健施設サービスの提供に当たり、当該入所者又は他の入所者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者

の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という）を行わないものとし、やむを

得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、入所者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由等必要な事項を記録し、入所者の家族等に連絡、説明し同意を得

るものとする。 
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（虐待防止のための措置に関する事項） 

第 19 条 施設は、入所者の人権の擁護及び虐待等の防止のため次の措置を講ずるもの

とする。 

（１） 虐待の防止に関する責任者の選定 

（２） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催して、その結果に

  ついて従業者に周知徹底を図る。

（３）虐待の防止のための指針を整備する。

（４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及させるための研修を定期的に実施

す

る。

（５） その他虐待防止のために必要な措置 

２ 施設は、介護保健施設サービスの提供に当たり、当該施設従業者又は養護者（利用

者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる入所者を発見し

た場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

（成年後見制度の活用支援） 

第 20 条 施設は、入所者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度

の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うもの

とする。 

 

（その他の運営に関する重要事項） 

第 21 条 その他の運営に関し以下の事項に留意する。 

（1）  事業の会計は、その他の事業の会計と区別する。 

（2）  施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備する。又、

介護保健施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間

保存するものとする。 

（3） 施設の見えやすい場所に、運営規程の概要、従業者等の勤務の体制、その他の 

サービスの選択に必要な重要事項を閲覧可能な形でファイル等で備え置く等する

ものとする。また、インターネットを利用し閲覧可能な状態にしておくものとす

る。 

 

第 22 条  

   この規程に定めるもののほか、施設の管理上必要な事項は管理者が別に定める。 

 

附則

この規程は、 平成年 24月１日から施行する。 

平成 24年８月１日一部改正。 

平成 24年９月 1日一部改正。 

平成 25年４月 1日一部改正。 

平成 26年４月 1日一部改正。 
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平成 27年４月 1日一部改正。 

平成 29年４月 1日一部改正。 

平成 30年４月 1日一部改正。 

平成 30年 7月 1日一部改正。 

令和元年 10月 1日一部改正。 

令和２年 10月 16日一部改正。 

令和３年 ４月 １日一部改正。 

令和６年 ４月 1日一部改正。 

令和６年 ６月 1日一部改正。 

令和６年 ８月 1日一部改正。 


